
１．施設の使用申し込みについて

● 施設を使用される場合は、２週間前までに「使用申請」を行ってください。

２．使用申し込みの取り消しについて

　　　● 施設の使用申し込みを取り消される場合は、１週間前までに連絡をしてください。

　　 　（但し、クラフト等、活動に伴う材料をすでに発注している場合は、実費徴収をさせていただくことがあります。）

３．施設及び備品等の使用について

① 施設・備品等を大切に扱ってください。

② 他人に迷惑をかけないようにしましょう。

③ 指定の場所以外での喫煙は禁止します。

④ 火気の使用は禁じます。但し、職員が認める自然活動プログラムの中での使用については、これを除きます。

⑤ 指定の場所以外にゴミ・その他廃棄物等を放置、または投棄することはぜったいにしないでください。

⑥ 酒類及びアルコール飲料は飲まないでください。

⑦ 犬・猫等、動物類の持ち込み入場を禁止します。

⑧ 立ち入り禁止区域内に入らないでください。

⑨ その他、施設管理上障害となる行為を禁止します。職員の指示に従ってください。

４．野外活動について

　　　① 地面の起伏や、木の切り株等で転倒する恐れがあるので、足下に十分注意し、走らないようにしましょう

　　　② 木登りや崖登り等、野外での活動については、絶対に無理な行動をとらないようにしましょう。

　　　③ タラ・ノイバラ・サルトリイバラ等、「とげ」のある植物には注意しましょう。

　　　④ ウルシ・ヌルデ等、「かぶれやすい」植物には近づかないようにしましょう。

　　　⑤ ムカデ・スズメバチ・マムシ等、「有毒動物」には近づかないようにしましょう。

　　　⑥ 地面が崩れやすい場所（川の近く等）には近づかないようにしましょう。

　　　⑦ 展望台の手すり等に「もたれかからない」ようにしましょう。

⑧ 動植物の採集は禁止します。但し、職員が認める自然体験プログラムの中での採集については、観察等の必要に応じてのみ許可します。

　　　⑨ 野鳥等の動物を驚かさないように、自然観察は「静かに」「そっと」取り組みましょう。

　　　⑩ その他、野外活動において危険な行為を禁止します。職員の指示に従ってください。

（上記項目を遵守していただけない場合は、活動自体の中止を求める場合があります。）

５．野鳥の森・遊具の使用について

　　　① 野鳥の森の遊具は、間伐材とロープを中心に作られたものですので、一箇所の遊具に多人数が集中した場合、ロープが切れたり、木が折れたりする恐れがあります。遊具の適切な使用人数を守ってください。

　　　② 森の回廊に張り巡らされているロープは、あくまでも活動の補助用に付けられているものです。体重をかけてもたれかかったり、わざと引っ張ったりしないでください。

　　　③ ターザンロープ等、一人乗り用の遊具については使用人数を守ってください。二人乗り等危険な行為を禁止します。

　　　④ 丸太の橋やその他、子どもが遊具を使用する場合に危険だと思われる箇所については、大人の方が必ず補助についてください。

　　　⑤ その他、遊具において危険な行為を禁止します。職員の指示に従ってください。

６．事故災害時について

　　　① 万一、事故発生の時は簡単な応急処置の後、症状の程度により付近の病院または救急に連絡します。

② 大雨、落雷等になった場合、職員の指示により館内へ避難してください。

７．病院への連絡

　　　○亀岡市立病院……0771-25-7313　　亀岡市篠町篠野田1番地1

　　　　　（急患全日対応、事前連絡必要）

○南丹病院……0771-42-2510　　船井郡八木町上野25

　　　　　（急患全日対応、事前連絡必要）

　　　○亀岡シミズ病院…0771-23-0013　　亀岡市篠町広田1丁目32-15

　　　　　（急患全日対応、小児内科を除く）

　　　○亀岡病院……0771-22-0341　　亀岡市旅籠町29

　　　　　（土曜午後、日祝休診）

　　　○ムツミ病院……0771-23-1231　　亀岡市下矢田町君塚8

　　　　　（日祝休診）

　　　○休日診療所……0771-23-5636　　亀岡市安町釜ヶ前82

　　　　　（休日診療のみ、内科・小児科のみ）

８．緊急連絡・その他

　　　○亀岡警察署……0771-24-0110　　亀岡市安町大池8

　　　○千代川交番……0771-24-0172　　亀岡市千代川町千原2-8-23

　　　○宮前駐在所……0771-26-2009　　亀岡市宮前町宮川西垣内16

　　　○京都中部広域消防組合消防本部……0771-22-9582　　亀岡市荒塚町1-9-1

　　　○警察……110

　　　○消防……119

※ 野鳥の森等への入場は原則自由ですが、地球環境子ども村課職員の立ち会いなく施設等を利用された場合での事故・けがについては責任を負いかねますので、予めご了承ください。

地球環境子ども村役場からの注意とお願い














